
山
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県
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報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
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二
十
五
号

令
和
三
年七

月
十
三
日

火　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
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施
行
期
日
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一

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二

○
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

七

○
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

七

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

八

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
令
和
二
年
山
梨
県
条
例
第

五
十
七
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
三
年
八
月
十
二
日
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
九
条
の
九
」
を
「
第
十
九
条
の
七
」
に
、
「
第
二
十
条
―
」
を
「
第
十
九
条
の
八
―
」

に
、
「
第
四
章　

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
県
税
関
係
帳
簿
の
保
存
方
法
等
の
特
例
（
第

六
十
四
条
―
第
七
十
条
）

　
　
　

附
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「
附
則
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
第
百
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
」
を
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
八
第
二
項
中
「
第
九
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
四
条
の
十
二
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

四
章
を
削
る
。

第
三
号
様
式
（
そ
の
五
）
及
び
（
そ
の
五
の
二
）
中
「第

１
４
５
条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
改
め

る
。第

四
十
九
号
様
式
中
「第

2
１
条
の
６
関
係

」
を
「第

２
１
条
の
５
関
係

」
に
改
め
る
。

第
九
十
八
号
様
式
中
「第

１
１
５
条
の
５

」
を
「第

１
１
５
条
の
６

」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
号
様
式
中
「第

１
１
５
条
の
７
第
１
項

」
を
「第

１
１
５
条
の
７
第
２
項

」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
号
様
式
か
ら
第
百
五
十
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
４
４
号
様
式
か
ら
第
１
５
４
号
様
式
ま
で　

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
十
九

条
の
九
」
を
「
第
十
九
条
の
七
」
に
、
「
第
二
十
条
―
」
を
「
第
十
九
条
の
八
―
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
五
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
五
十
三
条
の
八

の
改
正
規
定
、
第
三
号
様
式
の
改
正
規
定
、
第
四
十
九
号
様
式
の
改
正
規
定
、
第
九
十
八
号
様
式
の

改
正
規
定
及
び
第
九
十
九
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

二

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
号

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県

規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
別
表
一
か
ら
別
表
八
ま
で
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

三

第１号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

五

第
一
号
様
式
の
別
表
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

七

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
次
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
六
項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の

項
」
に
、
「
次
条
第
三
項
及
び
第
九
項
」
を
「
次
条
第
二
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
、
「
次
条
第
四

項
及
び
第
十
項
」
を
「
次
条
第
三
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七

項
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次
条
第
五

項
」
を
「
次
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
一
の
八
の

項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
次
条
第
六
項
」
を
「
次
条
第
五
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
別
表
第
一
の
九
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
八
の

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
一
の
十
の
項
」
を
「
別
表
第
一

の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
を

「
別
表
第
一
の
十
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
別
表
第
一
の
十

二
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
二
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
の
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
二
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
三
の

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
二
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
二

の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
二
の
六
の
項
」
を
「
別

表
第
二
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」

を
「
別
表
第
二
の
六
の
項
」
に
、
「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
を
「
現
に
外
国
人
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
と
い
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
外
国
人
生
活
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
、
又
は
外
国
人
生
活
保

護
を
受
け
て
い
た
外
国
人
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
削
り
、
同
条
第
九

項
中
「
別
表
第
二
の
九
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同

条
第
十
項
中
「
別
表
第
二
の
十
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と

す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
六

項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
号
様
式
の
別
表
三
中
「新

（増

）設
設
備

」
を
「取

得
等
を
し
た
設
備

」
に
、
「ま

た
は

」
を

「又
は

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
表
五
中
「当

該
新
設
し

ま
た
は
増
設
し
た

」
を
「当

該
取
得
等
を

し
た

」
に
、
「を

新
設
し
ま
た
は
増
設
し
た

」
を
「の

取
得
等
を
し
た

」
に
、
「ま

た
は
事
業
所

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
月
日

　
　
　
　
　

年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か　
ら

「又
は
事
業
所

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
表
六
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
、
「当

該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
月
日

　
　
　
　
　

年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま　
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
設
し

又
は
増
設
し
た

」
を
「当

該
取
得
等
を
し
た

」
に
、
「を

新
設
し

又
は
増
設
し
た

」
を

「の
取
得
等
を
し
た

」
に
、
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
、

、
、



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
五
号
　
　
令
和
三
年
七
月
十
三
日

八

二
百
七
十
の
十
四　

地
域
連
携
薬
局
等
認
定
証
再
交
付
手
数
料

別
表
中
第
二
百
七
十
二
号
の
七
を
第
二
百
七
十
二
号
の
十
一
と
し
、
第
二
百
七
十
二
号
の
二
か
ら
第

二
百
七
十
二
号
の
六
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
百
七
十
二
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
二
の
二　

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
保
管
製
造
所
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数

料
二
百
七
十
二
の
三　

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
保
管
製
造
所
登
録
証
再
交
付
手
数
料

二
百
七
十
二
の
四　

基
準
確
認
証
書
換
え
交
付
手
数
料

二
百
七
十
二
の
五　

基
準
確
認
証
再
交
付
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第

二
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
十
六

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
百
五
十
九
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二
百
五
十
九
の
二　

地
域
連
携
薬
局
認
定
申
請
手
数
料

二
百
五
十
九
の
三　

地
域
連
携
薬
局
認
定
更
新
申
請
手
数
料

二
百
五
十
九
の
四　

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
認
定
申
請
手
数
料

二
百
五
十
九
の
五　

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
認
定
更
新
申
請
手
数
料

別
表
第
二
百
六
十
一
号
の
四
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
六
十
一
の
五　

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
保
管
製
造
所
登
録
申
請
手
数
料

二
百
六
十
一
の
六　

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
保
管
製
造
所
登
録
更
新
申
請
手
数
料

別
表
中
第
二
百
六
十
四
号
の
八
を
第
二
百
六
十
四
号
の
九
と
し
、
第
二
百
六
十
四
号
の
三
か
ら
第
二

百
六
十
四
号
の
七
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
百
六
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

百
六
十
四
の
三　

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
区
分
ご
と
の
確
認
に
係
る
適
合
性
調

査
手
数
料

別
表
中
第
二
百
七
十
号
の
十
四
を
第
二
百
七
十
号
の
十
六
と
し
、
第
二
百
七
十
号
の
十
三
を
第
二
百

七
十
号
の
十
五
と
し
、
第
二
百
七
十
号
の
十
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
七
十
の
十
三　

地
域
連
携
薬
局
等
認
定
証
書
換
え
交
付
手
数
料


